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鼎談

ヨーロッパ私法基本概念の検討
ハンス・ハッテンハウアー

『民法の基本概念―歴史的・法解釈学的入門―』を読む⑴

田　中　　　実
伊　藤　　　司
平　林　美　紀

Ⅰ　はじめに

Ｔ：ヨーロッパ研究センターの研究会の一つとして、「ヨーロッパ私法基本概念」を

検討する研究会を立ち上げ、民法がご専門で比較法の対象として主としてドイツ

さらに中央ヨーロッパ法を検討されている伊藤司先生（以下Ｉ）平林美紀先生

（以下Ｈ）のお２人、西洋法史を担当し主にローマ法や近世ヨーロッパ法学の歴

史を講義している私田中（以下Ｔ）で、まずは Hans Hattenhauer, Grundbegriffe 

des Bürgerlichen Rechts. Historisch- dogmatische Einführung, München の第２版

（2000）を検討することになりました。そして研究会の成果を、邦訳や本格的な研

究論文の形ではなく、幾分ルーズな鼎談の形でこのセンター報に連載していくこと

にいたしました。このような形を取った背景には、一方で、メンバーが法学部と法

科大学院のダブル教育を担う中で極端にタイトな研究生活を余儀なくされているた

め論文形式にまとめることが困難である、といういささかネガティヴな要素も入っ

ていますが、他方で、地域研究センターの活動を学生の教育にも生かすという提言

がなされている中で、地域研究を専攻しているわけではなくセンターの活動から直

接的な恩恵を蒙ることの比較的少ない法学部の学生への還元として、法律学の勉強

の基礎として意味がありしかも肩がこらずに読めるものの提供を試みる、という積

極的な側面もあります。

　　この作品の初版はバルセロナからスペイン語訳 Gonzalo Hernández （trad.）, 

Conceptos fundamentales del derecho civil. Introducción histórico-dogmática, 

Barcelona, 1987 も出版されておりますので〔以下、スペイン語訳と呼ぶ〕、ドイツ

語の単語や構文あるいはその内容が捉えにくい場合などに参照したり、あるいは話

の中でスペイン語訳の単語を補ってロマンス語により馴染みのある方に参考にして
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いただこうと思います。

　　まず、講読材料として最初にこの本の講読を提案下さったＩ先生から作品につい

て若干説明いただけますか。

Ｉ：Hattenhauer のこの作品は私がドイツの在外研究中に読んでいたものです。タイ

トルからも分かりますように、民法の基礎的な概念について法学的な観点からの説

明のみならず歴史的な展開が叙述されているもので、とても魅力的なものだと思っ

たのです。思想的ないし哲学的な背景も含む随分広いパースペクティヴから述べら

れているものですから、読んでいくうちに、中身をより正確に理解するために他の

人たちと一緒に丁寧に読みたいという気になりました。また本書は、基本的な概念

の変更を伴うドイツ債権法改正作業―これはその後実現をみたわけです―が進めら

れる中で、立法作業に歴史的な洞察があまりに欠如していることに対する危機意識

から書かれたものであると著者自身告白しています。この意味でも、民法の改正作

業が現実の日程にのぼりつつある今日の日本にあって紹介する価値があると思った

わけです。

　　私どもには不案内の分野の文献の援用や引用も多々ありますので、必ずしも本格

的専門的な議論はできませんが、むしろそうした素養のあまりない法律家ならどう

読むか、あるいは読んでしまうのか、ということが披露できれば、他の分野の方と

の対話にも繋がるかと思いますし、センターの学際的な要請にも一定程度応じるこ

とができるのではないか、と考えます。またＴ先生がおっしゃったように教育的な

意味もこめまして、話の中で学生が手にとりやすい文献の紹介もできればと思いま

す。だだ今はインターネットの図書検索が容易になりましたから、それほど詳細な

書誌情報は必要ないと思います。

Ｔ：Hattenhauer といえば、法制史分野では大部の『ヨーロッパ法史』Europäische 

Rechtsgeschichte の 著 者、 あ る い は 啓 蒙 期 の『 プ ロ イ セ ン 一 般 ラ ン ト 法 』

Allgemeines Landrecht für die Preussische Staaten von 1794 の利用しやすい刊本の

編者として有名ですよね。後者の法典はすぐ後の話で出てくると思います。ところ

でＨ先生は民法改正の私案作成を目指す研究にたずさわっておいでですが。

Ｈ：はい、上智大学の加藤雅信教授が代表を務める民法改正研究会のメンバーになっ

ております。国際取引法の統一化やヨーロッパに共通の契約法の構築、さらにはオ

ランダ民法やドイツ債権法の実現、そしてフランスの債権法改正作業といったヨー

ロッパの代表的な国内法の改正がなされる中で、日本でもこれらが精力的に紹介さ

れています。研究会では、ヨーロッパのみならず、同じく民法改正の動きのある東

アジアの研究者を招き、2008 年３月に「民法改正国際シンポジウム―日本・ヨーロッ

パ・アジアの改正動向比較研究―」という国際的なシンポジウムを開催しましたし、

さらに、この秋の名古屋での私法学会では、過去３年あまりの研究会の成果として
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財産法に関する条文提案をふまえたシンポジウムを行ないました。私どもの研究会

以外にも民法の特に債権法改正を目指す研究グループが複数ありまして、現在、学

界では、ヨーロッパの新立法の紹介がなされ、日本の条文の具体的提案、民法の学

者内部でのある種の合意の形成が進められています。こうした動きの中、果たして

世界で生じている新たな理論や改正がヨーロッパ法あるいは大陸法の伝統の中でど

う位置づけられ評価されうるのか、という問題に対して、最近では基礎法的な素養

なりとっかかりとなるものがあまりにも少ないのではと思っております。

Ｔ：例えばヨーロッパの研究者がおいでになり、法制史の知識の少ないメンバーの研

究会なり講演会なりで「これはローマ以来の伝統だ」と言われていても真偽が確か

められずにいて弱っている、ということを聞かされることがあります（お前もこの

種の研究会に顔を出せというルビがふってあったのかも知れません）。基礎法学、

実定法学、実務の連携の欠如・困難はいつの時代でも言われていることですけれど。

ちなみに法学の歴史的素養を真正面から取り上げたものとして、村上淳一編『法律

家の歴史的素描』（東大出版会）があり、2002 年秋に横浜桐蔭大学で開催されたシ

ンポジウムが質疑応答も含め採録されています。

　　ところで、私もこの Hattenhauer の本については、民法の基本概念について、著

者自身の明確な考えを押しつけるというよりも、どちらかというと、その概念をめ

ぐっていくつかのトピークを提示して、忘れてしまっている、あるいは知られてい

ない知識なり視座を提供してくれているという印象を受けました。この意味でも研

究会の議論のとっかかりにとてもいい本だと思います。しかも大部なものでないの

で、かえって丁寧に読んでいけると思います。本書の構成や進め方についてお話願

えますか。

Ｉ：構成は、第１章人（＝人格）Person, la persona、第２章法人 Juristische Person, 

la persona jurídica 第 ３ 章 物 Sache, la cosa、 第 ４ 章 法 律 行 為 Rechtsgeschäft, el 

negocio jurídico、 第 ５ 章 債 権 債 務 関 係 Schuldverhältnis, la relación obligatoria、

第６章不法行為 Unerlaubte Handlung, actio ilícito、第７章所有権 Eigentum, la 

propiedad、第８章婚姻 Ehe, el matrimonio、第９章家族 Familie, これはスペイン語

訳では親権 Derecho de guarda paterno となっています、第 10 章相続法（＝相続権）

Erbrecht, derecho hereditario、第 11 章資本 Kapital（この章は第１版にはなくスペ

イン語訳はありません）、第 12 章労働 Arbeit（この章も同じです）、第 13 章民法

Bürgerliches Recht, derecho civil、そして最後に第 14 章「おわりに」Nachwort, 

epílogo からなっています。

　　研究会の進め方ですが、Ｈ先生と私は、まずは主たる専門領域つまり債権債務関

係、相続法＝相続権をそれぞれ担当しようと思います。

Ｔ：では私はお二人の得意分野を避ける形で、いわば補充的・穴埋め的に担当すると

ヨーロッパ私法基本概念の検討（田中　実、伊藤　司、平林美紀）
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いうことにして、物のところを担当させていただきます。従ってこの鼎談は本の順

序とは違う進め方になります。もっとも担当と言いましてもとりあえずは仮訳の準

備に責任を持つということで、研究会では３人で知恵を出し合ってよりよい理解を

目指すと同時に様々な問題を喚起したり提起できれば、と思っております。

第３章　物

第１節　単語・概念の歴史の崩壊

Ｈ：では最初にＴ先生に第３章「物」についてお願いしたいと思います。ま

ず は 物 に つ い て の 第 ３ 章「 物 」 の 第 １ 節 は Auseinanderfallen von Wort-und 

Begriffsgeschichte で す。 節 の 表 題 で、 概 念 史 と い う の は わ か る の で す が、

auseinanderfallen というのが若干わかりにくいですね。内容を見ると、「物 Sache

という用語があるからといって、法律家が、明確な輪郭を持った洗練された『物』

という概念を有していたわけではないこと、とりわけ今日の民法の規定する有体物

としての物概念が獲得されていたわけではないこと」、という意味で用いられてい

るのかな、とも思うのですが。

Ｉ：そうですね。私たちがあまり考えたことのない Sache, cosa の言わば概念史が述

べられていますので、さっそく中身を紹介願えませんか。

Ｔ：はい。私も節の表題にはとまどいました。スペイン語訳では derrumbamiento de 

la tradición histórica de concepto y palabra となっています。直訳すると、「概念お

よび単語の歴史的伝統の崩壊」ということでしょうか。確かに auseinanderfallen

は本来「崩壊する」rompersi なり「粉々になる」cadere in pezzi といった意味があ

るようです。言葉の歴史も概念の歴史もともに崩壊してしまっているということな

のでしょうか。

　　さて著者は、最初にドイツ民法 90 条を援用して、今日では物 Sache を有体物と

把握している（anfassen）、つまりそういう概念として捉えている（be-greifen）た

めに Sache の本来の語義が見えなくなっていることを指摘しています。物を有体

物と捉えると、それはまさに具体的なモノを示す概念だと言えるでしょうけれど、

そもそも Sache とは最も抽象的で具体的イメージが掴みにくいもの abstraktest 

und anschauungsleerst, los mas abstractos e inconcretos の一つだった、としていま

す。ドイツ民法の条文が出ていますが、日本語文献で学生が対応する条文を知るに

はどうすればいいでしょうか。

Ｉ：翻訳としては、戦前のものですが神戸大学外国法研究会編『獨逸民法』『仏蘭西

民法』（有斐閣）が役にたちます。ともに戦後に復刻版が出ています。フランス

民法典については法曹会からも２冊本で出ています。ドイツは先に述べたように
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近年債務法の現代化つまり大改正がなされていますし、フランス民法もたびたび

改正がなされ、さらに目下は様々な改正草案が出ていますから、やはりインター

ネットのサイトが威力を発揮します。フランス民法の条文については http://www.

legifrance.goub.fr. ドイツ民法については http://www.gesetze-im-internet.de/ とい

う、ともに政府のサイトが便利で、いずれも民法の英訳も出てきます。日本の条文

から対応するドイツ民法なりフランス民法の条文をつきとめるには、『注釈民法』（有

斐閣）の当該条文を見るのが簡便です。

Ｔ：さて本文に戻ります。Sache は sagen「述べる、言う」と親近の単語であり、元

来の意味は「法律上の争い」Rechtsstreit, causa や「訴訟」Prozess, proceso であ

る、とされています。古来の裁判手続きでは（Im alten Gercihstverfahren, en los 

antiguos procedimientos judidciales）口頭の訴えの方式つまり定型的な決まり文句

を「述べる」ことによって訴訟がなされたわけで、まず原告が被告に ansprechen

（sprechen は英語の speak と同じ起源の単語）するものであり、この主張ある

いはより狭い意味での請求に対して被告が verantworten することが、つまり答

弁・応答することがなされていた、というのです。このことは今日のドイツ法

の「請求権」Anspruch という概念を想起させるというのですが、後者も「答弁」

Klagebeantwortung といった表現に連なるといえるのかもしれません。

Ｉ：古来の裁判手続きが口頭主義であったというのですが、この「古来の」というの

は、何に対比させているのでしょうか。いわゆる継受ローマ・カノン法の書面主義

に対する、継受以前の「ゲルマン的」手続きを考えていいのでしょうか。

Ｔ：そうですね。ゲルマン的というか、ローマ法継受以前の非ローマ型訴訟における

口頭主義と、ローマ・カノン法の書面主義という対比で古い alt, antiguo という単

語を理解しておきたいと思います。もっとも古代のローマ法の訴訟について、いわ

ゆる古拙な法律訴訟では、厳格に定型的な発話文言に極端にまで拘束されていた手

続きであったことは知っておく必要があります。このあたりの理解には、ウルリッ

ヒ・マンテ（田中実・瀧澤栄治訳）『ローマ法の歴史』（ミネルヴァ書房）の短い叙

述がとても役に立つと思います。書面性との対比でいいますと、厳格な法律訴訟の

後に発達した方式書訴訟手続きになっても、法務官の面前、さらに審判人や百人法

廷での口頭弁論が重要だったと思います。ヨーロッパの民事訴訟の歴史については

アルトゥール・カウフマン（小野木常・中野貞一郎編訳）『民事訴訟法概史』（信山

社）や塙浩『フランス民事訴訟法史』『フランス民事訴訟法史続』（信山社）があり

ますが、いずれもかなり難しい本です。

　　古典古代では、政治集会における議案に対する議会弁論（sumbouleutikóς, 

délibératif） と 神 や 死 者 や 都 市 国 家 な ど を 称 讃 す る 演 示 弁 論（epideitikóς, 

épidictique, démonstratif）と並んで、というよりもまさにそれら二つにまさって法
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廷弁論（dikanikóς, judiciaire）こそすぐれて弁論家の活躍領域だったのです。キケ

ロの作品群は言うまでもなく、クィンティリアヌスの『弁論家の教育』も、第一義

的には法廷弁論を念頭において書かれていると思います。人文系と法学系のバラン

スのとれた素養を持つ者によらない近代語訳は、残念なことに難解なものになりが

ちです。一般的に日本の法律家にはこれらの作品はほとんど馴染みがないと思いま

す。伝クィンティリアヌスの『大模擬弁論集』declamationes maiores などに代表

される、ローマの若い学生が退屈しないように工夫された弁論教材などは、弁論術

の歴史の中での評価はともかく、日本の法律家にももっと知られていいジャンルだ

と思います。

　　話がそれましたが、ローマはむしろ書面性への完全な移行を強く拒んでいたと思

います。また中世において証書実務が優勢になっても、本来は発話形式の問答契約

が理解されなくなった後代においても、問答契約を行った旨が契約書で記載される

のが習わしであったと言われていることも、付け加えておきたいと思います。

Ｈ：著者は、口頭で予め定められた決まり文句のやりとりをして、判決にいたる一連

の経緯すべてが Sache だったとして、今日の判決でも In Sachen という定型的な言

い方にこの古来の意味が残っていることを指摘しています。

Ｔ：In Sachen はどう訳したらいいですか。

Ｉ：「事実関係において」ということでしょう。今日でも Sache は、係争中の事件

anhängige Sache とか、事件を移送する Sache abgeben のように事件の意味でも用

いられますし、Sachverhalt 事実関係のように「事実」の意味もあります。また訴

訟判決との対比で本案判決は Sachurteil と言います。これらは少しドイツ法を勉強

した人なら誰もが知っていることですが、Sache の本来の意味が「物」ではなくむ

しろこちらであったことがとても興味深いですね。

Ｔ：ラテン語の res も、物を意味する他に、みなさん御存知の表現 res iudicata（既

判力）からもわかるように事件、事項の意味がありますので、むしろローマ法の継

受段階の直訳からドイツ語の Sache にも二つの意味があてがわれたのだと推測し

たいような気になりますが、そうではなくドイツ語の中で sagen と同類なのだとい

う Hattenhauer の所見はとても面白いですね。

Ｈ：著者は、訴訟事件を表す単語が物という意味も表すことになるというこのような

推移が英単語の thing にも見られると指摘しています。『ランダムハウス英和辞典』

（小学館）ですと、物としての thing とは別立ての単語で、立法議会や法廷の意味

の thing が挙げられていますね。ドイツ語の語源については、グリムの辞典を見

てもそうですが、より簡便な Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 2. Aufl. 

Akademie Verlag, Erfurt, 1993 の Sache の項を見ても、古高ドイツ語 sahha, 中高

ドイツ語 sache には Rechtssache, Rechtsstreit, Angelegenheit, Ursache, Ding の意
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味が、sacu には、Verfolgung, Krieg, Prozeß の意味が挙げられており、さらに英

語の sake やドイツ語の Ursache, Grund といった単語の指摘もあります。やはり『ラ

ンダムハウス英和辞典』で sake の末尾を見ても類似の趣旨が記されています。

Ｉ：英語の thing はドイツ語の Ding と同じ起源なのでしょうね。Hattenhauer は、

ドイツでも Ding は元来、裁判手続き Gerichtsverhandlung にほかならなかったと

して、この意味は今日でも諺 Gut Ding will Weile haben に残っているとしています。

これはどういう意味ですか。

Ｔ：調べたところ日本の諺「急いてはことをし損じる」に対応するもの、と理解され

ているようです。ですから Gut Ding は漠然と「よいこと」を示しているのではな

いのですね。私は、根が怠け者なので、最初は「果報は寝て待て」といったものか

と誤解したのですが、「自己に有利な判決を得るには時間がかかるものだ」という

のが原義だったというのですね。このあたりはゲルマニストにきいてみたいですね。

スペイン語訳では el refrán《las cosas de palacio van despacio》advierta de que en 

el palacio （de justicia） hay que dar tiempo al tiempo つまり「法廷では機が熟すのを

待たなければならない」と直訳風に警句として訳されています。

Ｈ：ラテン語の causa（訴訟）からフランス語の chose へも類似の展開が見られると

されています。『ロベール仏和大辞典』（小学館）の chose の末尾、語源のところに

も同じことが書かれています。ラテン語の causa から chose と cause の２つの単語

が作られたようですね。

Ｔ：Ding が裁判集会の意味だというのは、著者は書いていませんが、ウェーバーの

法社会学の例の「Dinggenossenschaft 的法発見」を思い浮かべる人が多いのではな

いでしょうか。彼の大著『経済と社会』の第７章法社会学は、かつては多くの日本

の法学者を魅了し、３つの邦訳、石尾芳久訳（法律文化社）、小野木編訳（日本評

論社）、世良晃志郎訳（創文社）が出版されています。それぞれに特徴があると思

います。世良訳には実に詳しい訳注が付されてありますし、小野木編訳には末尾に

法哲学者の矢崎光圀先生のエレガントな解説が付されています。ウェーバーのドイ

ツ語構文は読者に緊張を強いるもので、それに対応する日本語訳も、彼の特殊な

用語や表現が、市民権を得ていない訳語やカタカナ語で表現されていることも加

わって、読むのに骨が折れます。『経済と社会』には、英訳やイタリア語訳もある

のですが事情はあまり変わりません。法社会学の部分のみのフランス語訳 Jacques 

Grosclaude の訳 Sociologie du droit は比較的助けになると思います。

　　ここでは、「Dinggenossenschaft 的法発見」がどういう文脈ででてくるかを、ご

く簡単に述べさせて下さい。ウェーバーは、第１節で法の内容・事項面での分化を

述べた後、第２節で権利がどのように作られるか、その形式・形成を扱い、第３節

で法の形式・形成面での様々な性質を扱っています。形式・形成面での性質とはわ
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かりにくいですが、ここでは、そもそも新しい法がどのように作られるのか、ある

いは発見されるのかが解説されています。始原的には、呪術に依拠する法発見、そ

れからカリスマによる法発見や法創造、さらに法名望家による法創造が説明され

た後に、戦争によってこうした発見態様に変革がもたらされ、武装集団が集会に

よって紛争を解決する形式が出現するというのです。なるほどここでは共同体に

よって判決つまり法発見がなされるわけですが、しかしカリスマ性のある者また

はカリスマ性はなくとも官職を保持する者が判決を提案し、その他の参加者は提

案を受け入れるか拒否するかの選択だけがあるという枠組みが作られます。つま

りいわゆる自由な審議型ではないわけです。このような法の発見をウェーバーは

Dinggenossenschaft 的法発見と呼んでいます。

Ｈ：こうして中世では近代的な物概念はほとんど認識できないと書かれたあと、中世

哲学あるいは神学に話が移っていますね。スコラ哲学の人間と物の捉え方の基準が

聖書であること、そして聖書の冒頭では、視覚可能な他のすべての世界と同じく人

も神の創造物としてあらわれます。神は６日間で世界を創造するわけですが、まず

は無生物、それから植物、そして動物が作られ、最後の創造日に人間が作られま

す。そしてより下位にあるものからより上位にあるものが順に創造されたとして、

そのまま秩序をなすと考えられているようです。そして著者はトマス・アクィナス

（1225-1274）の『神学大全』I. 96. 1 の一節をドイツ語で紹介していますね。

Ｔ：彼が紹介しているドイツ語訳も邦訳も素人の私には正直わかりにくかったです。

邦訳は山田晶『神学大全』（創文社）７冊 125-126 にあり、そこでは次のように約

されています。若干原語の単語を入れて紹介しましょう。

　　「第九十六問題　無垢の状態における人間にふさわしい支配について 無垢の状態

におけるアダムは諸々の動物を支配するものであったか。

　・・すべての動物は、然るに、本性的に人間のもとに立つべきなのであって、こ

のことは次の三つのことがらに基づいて知られる。第一には、自然の過程 naturae 

processus に基づいてである。けだし、事物の生み generatio の過程にあっては、『不

完全なもの』から『完全なもの』へ進むという或る種の秩序・序列 ordo が認識さ

れる－つまり質量は形相のためにあり、より不完全な形相はより完全な形相のため

にあるのであるが、まさしくこれと同様のことが、自然の使用 usus ということに

あっても見出されるのであって、すなわち、『不完全なるもの』は『完全なるもの』

の用に供せられる。植物は、すなわち、その養いのために大地を用いるし、動物は

植物を、そして人間は植物ならびに動物を用いるのである。だからして、人間が動

物を支配するということは自然本性的なことがらにほかならない。アリストテレス

が『政治学』第一巻に、『森の動物の狩猟は正しい自然本性的なことがらである。

なぜなら人間は、このことを通じて、自然本性的におのが所有であるところのもの



―　　―27

ヨーロッパ私法基本概念の検討（田中　実、伊藤　司、平林美紀）

を自分の手にすることを求めているわけなのだから』」（山田晶訳７冊 125-126）。

　　ここにある、「第一には、自然の過程 naturae processus に基づいてである。事物

の生み generatio の過程にあっては、『不完全なもの』から『完全なもの』へ進む

というある種の秩序・序列 ordo が認識される」は難しいですよね。原文は、Primo 

quidem, ex ipso naturae processu. Sicut enim in generatione rerum intelligitur 

quidam ordo quo proceditur de imperfecto ad perfectum （nam materia est propter 

formam, et forma imperfectior propter perfectiorem）, ita etiam est in usu rerum 

naturalium, nam imperfectiora cedunt in usum perfectorum です。トマス・アクィ

ナスについては、フランスの素晴らしいサイト http://docteurangelique.free.fr が

あります。そこで読める『神学大全』1984 年のドミニコ会によるフランス語訳

で す と La première est l'ordre même de la nature. De même que, dans la genèse 

des choses, on saisit un certain ordre selon lequel on passe de l'imparfait au parfait, 

car la matière est pour la forme et la forme plus imparfaite pour celle qui est plus 

parfaite, de même en est-il aussi de l'usage qui est fait des choses de la nature, car 

les êtres plus imparfaits sont mis à la disposition des plus parfaits とありました。こ

こでは in generatione が dans la genèse des choses と「創世記」をも思わせる単語

になっていて、たった今Ｉ先生に述べていただいた Hattenhauer の趣旨に合致する

理解ではないか、と思いました。もちろんその直前の ex ipso naturae processu と

繋がるのかも考えなければならないですし、専門家の方から厳密な理解ではないと

お叱りを受けるかもしれません。我々の当面の目的は Hattenhauer 先生の文章から

知恵を拝借するということですから、こうした誤解の可能性もあえて記録して、こ

の鼎談をお読み下さる方々の批判を仰ごうと思います。

Ｉ：そして万物が神の創造物であるという点では人と物とに違いはないわけです

が、人間は万物の Krone, rey―万物の霊長とでも訳すのでしょうか―神は支配権

Herrschaft を人間に貸与した verliehen habe、というのです。ですから人間は他の

被造物を近代的な所有者 Eigentümer のように支配するのではなく、あくまで神の

創造した秩序のおかげで支配するのだ、というのですね。著者は、この意味で神学

的基礎に基づいての、人に対置される「近代的な物概念」はなかったとの結論に至っ

ています。

Ｔ：もっとも引用されている『神学大全』の箇所で、トマスは人に所有権 dominium

を認めることについて丁寧に議論をしていることを指摘しておきたいと思います。

このあたりのことも専門的な研究が豊富なのでしょうが、われわれ法律家にはそ

れほど馴染みがありません。2008 年に出版された、アルペラン『物権法の歴史』

Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit des biens の第５章「所有権概念の出現」の

最初の数節が中世における神学者と教会法学者の理論にあてられていて、教父トマ
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ス・アクィナスの理論、さらに教皇とフランシスコ会との清貧論争が所有権の理論

に与えた影響を簡潔に述べてくれていますので助かります。この章の冒頭で、アル

ペランは、

　　「近代というものの起源が中世にあることについて今日異議をとなえる者はいな

い。16 世紀と 17 世紀にまさに誕生する近代国家も、中世の終わりの数世紀の王

制での諸制度によってつくられた土壌に根ざしている。人の（主観的）権利につ

いても同様であり、その中でもっとも重要なものが 19 世紀に人権として認められ

たのである。人権が中世のそして宗教的な起源を有しているというイェリネック

Jellinek のテーゼは、20 世紀初頭のフランスにおいて物議をかもしたが、今日では、

主観的権利や所有権といった概念の歴史に関する数多くの研究によって確認されて

いる」と述べています。私たちのこの鼎談の意義を支えてくれる一節なのでまずは

紹介しておきたくなりました。実は研究休暇中一学期間この本のもとになったパリ

の高等師範学校での講義を聴講していたので、こんなに早く出版されてとても重宝

しています。

　　さて肝心のトマスについての説明ですが、アルペラン先生は、Hattenhauer が説

明している「人間の動物に対する支配は、人間をその頂点に置く生物の階層秩序に

よって正当化（quaestio 96）」されるということに加えて、「神は、万物の主である

から我々に物を受領することを命じることができ、従って我々が占有しているのは

神の意志によるのだから、他人の財産を奪う盗みとは言えないのだ」という論拠を

重視しています。こうして「万物は神によって造られ神に属しているという啓示と、

外的な物の占有は人間にとって自然的なことであるというアリストテレスの思想と

の調和」がはかられているというのです。トマスが、キリスト教信仰とアリストテ

レス哲学を調和したとは、私どもでも常識としては知っていますけれども、所有権

の正当化についてもこの側面からトマスを理解することができるというわけです。

その後、教皇庁とフランシスコ会とのいわゆる清貧論争を通じて、イエスはその物

について訴訟を提起しようという意思などなかったのだから、彼の衣服や食事に対

しても所有権を想定できないという所有権を厳格に否定する側からの立論が皮肉に

も近代の所有権概念を浮き彫りにすることになった、という説明をし、そしてすで

にトマスの弟子ドメニコ会修道士パリのジャン・キドール Jean Quidort de Paris が、

「技能、労働および勤勉」によって物が個人に固有のものになると説明していたこ

とを指摘しています。

第２節　ローマ法の物　Die res des römischen Rechts

Ｉ：さて次の節はローマ法の物概念ですね。盛期および後期中世の法律家は普通法の

裁判規範として『ローマ法大全』を学んでいたわけですから、ローマ法の物概念の
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影響下にあるわけですね。もっとも概念といっても、ヤウォレヌス法文からの有名

な法格言「（法においては）あらゆる定義は危険である」が援用され、ローマでは

物の様々な分類が精緻になされる一方で、物の定義は洗練されなかったというのが

全体の内容だと思うのですが。

Ｔ：その通りです。Hattenhauer は、『ローマ法大全』の最も重要な『学説彙纂』の

物についての章（第１巻第８章）の冒頭を指摘していますが、若干不正確ですので、

首項から第１項にかけての邦訳を紹介しましょう。『学説彙纂』Digesta 全 50 巻の

うち、プロータと呼ばれる最初の４巻は、モンローによるすぐれた英訳（Charles H. 

Monro （trans.）, The Digest of Justinian. 15 巻までの英訳。近年１分冊のみ復刻さ

れていますが、印字が悪く読めない箇所があったりします）を参考にされたわかり

やすい春木一郎訳『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂 PROTA』（有斐閣）があ

りますので、これも利用して下さればと思います。

　　ちなみに『学説彙纂』の全訳については、アメリカのフィラデルフィアから出版

されているワトソン編英訳の改訂版が近々出版されることになっています。また現

時点でオランダ語訳やスペイン語訳が完成しており、ドイツ語新訳は 28 巻まで、

イタリア語新訳は 19 巻まで出版されています。オランダ語訳がドグマーテッシュ

の面では周到に考えられている、というのが私の率直な印象です。ワトソン編英訳

には近代の校訂版であるモムゼン版との対訳全４巻本と英訳のみの全２巻本があり

ます。各国の翻訳出版の状況については、Antonio Guarino, Diritto privato romano

の末尾の文献目録が大変詳しいと思います。

　　さて『学説彙纂』の物についての章の冒頭を邦訳しておきましょう。

　　『学説彙纂』１巻８章１法文　ガイウス『法学提要』２巻

　「首項　物は二つに大別される。というのも神法上の物と人法上の物があるからで

ある。神法上の物とは、例えば神聖物 res sacrae〔e.g. 神殿〕や宗教物〔e.g. 墓、

墓地〕などである。例えば城壁や城門といった聖護物 res sancta もある程度神法上

の物に類するものである。ところで神法上の物は誰の財産にも属さない。これに対

して人法上の物は、たいていは誰かの財産に属すのであるが、誰の財産にも属さな

いこともありうる。なぜなら相続財産は、ある者が相続人になる前は、誰の財産に

も属さないからである〔休止相続財産 hereditas jacens〕。さて人法上の物には公の

物と私の物とがある。公の物〔公有物 res publica〕は何人の財産にも属さないと考

えられている。団体自体に属すると考えられているからである。これに対して個人

に属するものが私の物である。

　　１項　さらに物には有体物と無体物とがある。有体物とは接触できるものであ

る。例えば農場 fundus、奴隷、衣服、金、銀、その他無数の物がそうである。無

体物とは接触できないものであり、権利として成立するものである。例えば相続権
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（＝ gloss. 相続財産）、用益権、どんな形であれ発生する債権債務関係がそうであ

る。相続財産中に個々の有体物が含まれるということはこの問題とは別の話である。

なぜなら農場から収受される果実も有体物であり、何らかの債権債務関係に基づく

我々の債権の目的は、例えば農場、奴隷、金銭のように多くの場合有体物であるが、

相続権（相続財産）そのもの、使用収益権そのもの、債権そのものは、無体物であ

るから。役権とも呼ばれる、地役権（農村型不動産役権）および建物役権（母市に

おける不動産役権）〔日本の民法の地役権は、この両者をあわせた不動産役権〕も

無体物の数に入る」。

Ｈ：このガイウスの説明だと、物の概念には債権やさらには相続権（相続財産）も入っ

ていますから、「物とは、ローマ人にとってすべてであり、近代の法解釈学の意味

では、何でもない」という Hattenhauer の解説も誇張ではないと思ってしまいま

すね。このように広く捉えると逆に物の概念が把握しにくくなり、実際、ローマ人

は物の定義にはあまり関心を示さずに、その分類には知恵を絞ったとされています

（zerbrachen sich den Kopf, se rompieron la cabeza）。著者は、先のガイウスが述べ

ている分類以外で、私たちの民法学の分類に影響を与えているものとしてどのよう

なものを挙げていますか。

Ｔ：はい、代替物、消費物などが挙げられています。しかし、先に挙げたガイウスの

無体物には、物概念が広かったために、役権や相続権（相続財産）、さらに債権も

含まれていることがあったこと、また、何か論理整合的な閉じた体系を志向してい

たわけではないことは注意を要すると思います。そしてローマ法の継受以後も 19

世紀にいたるまで、法律家は物概念を追求するよりも、むしろ物の分類に意を用い

たとありますね。Hattenhauer は、これがドイツ民法典の 91 条ないし 100 条にも

反映しているというのです。

Ｉ：確かに日本の民法典とは異なり、ドイツ民法典では、91 条代替物 Vertretbare 

Sachen、92 条 消 費 物 Verbrauchbare Sachen、93 条 本 質 的 構 成 部 分 wesentliche 

Bestandteile、94 条 不 動 産 の 本 質 的 構 成 部 分 wesentliche Bestandteile eines 

Grundstücks、95 条仮装的構成部分 Scheinbestandteile、96 条不動産所有権と結合

する権利 Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstücke verbunden sind、97

条主物と従物 Hauptsache und Zubehör、98 条従物たる農具 Inventar als Zubehör、

99 条果実 Früchte、100 条収益 Nutzungen と、教科書的な精緻な分類がなされて

いますね。日本ですと、87 条の主物と従物、88 条の果実、89 条の果実の分配くら

いで、他はむしろ講学上の分類として教科書に委ねられています。

Ｔ：ところが面白いことに、1794 年のプロイセン一般ラント法には、物を定義する

端緒が見られるというのですね。ラント法の１部２章１条以下が挙げられています。

　　１条　本法における意味では、物とは、権利又は義務の客体となりうるすべての
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ものをいう。

　　２条　人の行為も、同様にその権利も、それが他の権利の客体となる限りで、物

という一般的な名称のもとに把握される。

　　３条　狭義で物と呼ばれるものは、性質または人の合意によって自立性を有する

ものであって、その自立性によって継続的な権利の客体たりうるもののみである。

Ｉ：プロイセン一般ラント法は、あらゆる生活関係を合理的に規律しようとするいわ

ゆる啓蒙期の思潮を反映した２万条近くにおよぶ立法として有名ですね。最初に

Ｔ先生が述べられたように、この法典の刊本編集と解説（Allgemeines Landrecht 

für die Preußischen Staat von 1794.  Textausgabe mit einer Einführung von Hans 

Hattenhauer und einer Bibliographie von Gühther Bernert. Frankfurt a. M. 1970）

も Hattenhauer 先生の主要な業績の一つです。日本語の訳はどうですか。

Ｔ：もちろん全条文が訳されているわけではありませんが、『西洋法制史史料選Ⅲ近

世・近代』（創文社）に、若干の条文について石部雅亮先生の訳があり、また先生

の本格的な研究書『啓蒙期絶対主義の法構造―プロイセン一般ラント法の成立―』

（有斐閣）もあります。それにしても３条の意味はわかりにくいですね。プロイセ

ン一般ラント法の注釈書として有名なフェルスターの物の概念の説明を紹介して

おきましょう。いくつかの版がありますが、南山大学図書館所蔵のものを利用し

ました（Franz Förster, Preussisches Privatrecht,  I. （ bearbeitet von M. E. Eccius, 

1896, S. 105-106）。大づかみで訳すと、次のようになると思います。

　　「権利の目的即ち権利又は義務の客体となりうるように、人の権利が関係するも

の、人の意思に服するものを、ラント法は物と呼んでいる。

　　本法典は、有体物、並びに他人の権利及び行為を含むこの広い物概念と、より狭

い概念とを対置している。狭い概念で物と呼ばれるのは、性質又は人の合意によっ

て自立性を有するものであって、その自立性によって継続的な権利客体となりうる

ようなものである。Koch は有体物と無体物の対立が考えられている、としている。

しかし『性質によって』という表現は、有体物のことだと解さなければならないと

しても、『人の合意によって自立的』という表現は、さらに進んで、その手段の背

後にある別の目的に達するための単に一時的な手段ではないすべの客体のことが意

味されていること、そしてラント法は、行為に対する権利つまり債権 Obligationen

を、所有権の取得又は保持の手段としてしか考えていないので、債権は〔物概念か

ら〕排除されることを想定しているのである。この意味で債権債務関係は人にとっ

て継続的な利益のあるものではないというのは、つまり手段は目的が達成されると

利益がなくなるからなのである。債権は権利の生成に関するものであり物権は存在

に関するものである。債権は占有及び所有権の客体たりうるのか、というプロイセ

ン法で提起されている問いに対して否定的な判断を下していることはこのことと関
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連する。ところが、債権も用益権及び質権によって把握されうる erfassen〔用益権

および質権の客体になる〕。その限りで、債権は（人の合意による）取引関係に従っ

て、これらの物権の客体として扱うことを可能にする十分な自立性を獲得した。ラ

ント法の意味するところの占有、取得時効、所有権のありうる客体として、ラント

法がしばしば物という表現で認めざるをえないのであるが、もっぱら念頭において

いた有体物の他に、物として、継続的な権利、自立的な権利、継続的な使用権、〔土

地から回帰的給付を受ける権利である〕物的（物上）負担もまた考えられるのである。

　　権利の客体とは、権利者に対しその要求を満たすのに役立つものとされる。この

目的は道徳的、法的なものではなく経済的なものである。これによれば権利の目的

は財貨と表現されるのであり、人に帰属するあらゆる権利の目的の総体がその者の

財産をなしている」。

Ｉ：そうですね。プロイセン一般ラント法の条文自体は、権利の客体一般という広い

物概念を採用し、非常にカズイスティッシュな物の分類を行っているわけです。と

ころがこの解説が書かれる時代になると、ラント法の逐条解釈の体裁をとりながら

も、パンデクテン法学にも、また当時の実務にも、そして BGB や日本民法にも繋

がる物概念と親和的な説明が試みられています。物権と債権を峻別し、そこで物権

の絶対性を確立することと、とりわけ所有権の客体、対象を有体物に限定していく

ことに関連があるのかとも思いますが、継続的な権利や物的負担と封建制度との関

わりも気になります。Hattenhauer は、近世・近代の物の概念の話に移っていますね。

第３節　法的概念としての物

Ｈ：はい、法的概念あるいは法律概念としての物という節に移ります。一般ラント

法は、物として法的に意味のある客体、対象のリストが挙げられているのですが、

これが 100 条以上にわたるといいます。１編２章６条の動産・不動産から始まっ

て、現金、有価証券、貴金属、宝飾品などなど。このような細かな分類について

Hattenhauer はローマ法以来の伝統にあるとしていますが、古代ローマ人による分

類以上に詳細ですよね。

Ｔ：ええ、一般ラント法の編纂者たちは一方でこうした分類をしつつ、他方で自然法

論からは、「権利の客体」Gegenstände von Rechten, objectos de derechos として物

を一般的に定義することを学んでいるとされています。そして近世自然法あるいは

理性法論者としてクリスティアン・ヴォルフが挙げられ、それからカントの法論へ

と移っています。

Ｈ：理性法論というときと自然法論というときの違いはありますか。

Ｔ：自然法はすでに古代から中世を通じてずっと主張されていますから、こうした伝

統的自然法論と区別するときに、グロティウスあたりからの、いわゆる一般的に近



―　　―33

ヨーロッパ私法基本概念の検討（田中　実、伊藤　司、平林美紀）

代的な自然法＝自然権思想に直接に影響を与えた 17、18 世紀啓蒙期の自然法論を

理性法論と称することがあります。ヴィアッカー（鈴木祿弥訳）『近世私法史』（創

文社）Privatrechtsgeschichte der Neuzeit 第３部（第２版では第４部）のタイト

ルは理性法論の時代となっています。コーイングの『ヨーロッパ私法 1500 年から

1800 年』では、「合理主義的な自然法」Das rationalistische Naturrecht という表現

が用いられ、カヴァンナの『ヨーロッパにおける近世・近代法史　法源および法思

想』Storia del diritto moderno in Europa では、「自然法論の発生」il sorgere delle 

dottorine giusnaturalistiche という章に続いて「法学合理主義の勝利」il trionfo del 

razionalismo giuridico という章をたてています。近世、近代の場合も「自然法」と

いう言葉を残した方がわかりやすいと思います。代表的な近世自然法論者として法

思想史の教科書に必ず挙げられるのが、グロティウス（1583-1645）、プーフェンド

ルフ、トマジウスそしてこのヴォルフです。彼らについては、まずは和田小次郎『近

代自然法学の発展』（有斐閣）が手引きとなります。法思想というよりもより法制

史や専門法学の面からアプローチしたものとして、勝田有恒・山内進編著『近世・

近代ヨーロッパの法学者たち』（ミネルヴァ書房）があります。自然法の著作は基

本的にラテン語で書かれていますが、特にグロティウス『戦争と平和の法』（初版

1625 年）やプーフェンドルフ『自然法と万民法』（初版 1672） およびその簡略版

『自然法による人間と市民の義務』（初版 1673）は、バルベラックの説明的なフラ

ンス語訳を通じてロマンス語圏でも広く読まれたとされています。邦訳としてはグ

ロティウス（一又正雄訳）『戦争と平和の法』（酒井書店）がありますが、残念なが

らそれ以外の作品は邦訳されていないと思います。さてヴォルフの自然法論につい

ては全８巻におよぶ大部の『科学的方法によって考察された自然法』（1740-1748）

がありますが、Hattenhauer は簡略な『自然法・万民法提要』の 121 節を引用して

います。この作品はドイツ語（Grundzüge des Natur-und Völkerrecht）とラテン語

（Institutiones juris naturae）で読むことができます。若干原文のドイツ語が違いま

したが、1962 年以降に刊行されている全集から両方を参照して、引用箇所だけで

なく節全体を紹介しましょう。

　　「我々に有用でありうるあらゆるもの＝存在（ein jedes Ding, welches nützlich 

sein kann, ens omne, quod nobis usui esse potest）を我々は物 Sache と名づける。

有用でありうる、とは、例えば、生命を維持するために、快適安全に生きるため

に、如何様であれ身体および精神の完全を促し不完全を防ぐために有用でありう

る、ということである。ところで物は感覚で感じることのできる有体物であるか、

感覚で感じることができずもっぱら悟性 Verstand （intellectus）でのみ把握される

無体物であるかである。権利や精神活動の所産 die Fertigkeiten der Seele （habitus 

animae）が後者である。生命および健康の維持のためにそして精神を完全なものに
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するために必要とされる必要物（res necessariae）、生活を快適に自己の事務を自

身で処理するために役立つ（nützlich）有用物（res utiles）、満足を促進する又は愉

快なことに資するためだけの快適・享楽物（res voluptuariae）とがある。さらに

自然が自ずからもたらす自然物（res pure naturales）もあれば、人の勤勉がなされ

てはじめて自然がもたらしてくれる、つまり勤勉を通じて引き出される生産物（res 

industriales）もあれば、人の技術によってもたらされる人為物（res artificiales）

もある」『自然法・万民法提要』（１部４章 121 節）。

Ｈ：今日の民法とは違って、知的財産権も包含しうる抽象的で非常に広い物概念です

ね。このような概念が近世自然法論に見られるのはとても興味深いです。物の概念

を規定するにあたっても、この時代の自然法論の特徴とされている、幸福や完全を

目指すべき人間の義務に関連づけられ、物がその義務を果たす目的に資するものと

把握されていることも、なるほどと思いました。

Ｉ：Hattenhauer が、自然法論の物概念が理性法の義務論 Pflichtenlehre, la doctrina 

del deber と関連づけられているけれども一般ラント法の起草者はこの物から権利

概念 Rechtsbegriff, 法的概念 un concepto jurídico を作っているとしていることも指

摘しておきたいですね。彼は、一般ラント法が自然法論者を師としつつ凌駕してい

るとも、ヴォルフの物概念は法律専門的なものではないとも書いていますよね。い

ずれにせよこうした幸福追求といった目的を想定した義務論はカントで批判される

わけですね。他方で Hattenhauer は、主体と客体の峻別、つまり行為をなす者とそ

の行為を受ける物との区別を重視し、そのことをカントにつなげていますね。

Ｔ：Ｉ先生が注目されたことについて、石部先生も先に挙げた『啓蒙期絶対主義の法

構造』で、一般ラント法編纂者のスワルツが、「自然権を導き出す論理がヴォルフ

と異なっている。ヴォルフが人間の完全性を達成する自然的義務から自然権を導き

出すのに対し、スワルツは直接自然権を措定しこれを法的に強制可能な権利と見る。

ヴォルフの自然法論は自然的義務論で、したがって道徳哲学の一部をなすが、スワ

ルツのそれは、道徳哲学から区別された一般法理論ないし一般国家学として展開さ

れるのである」と指摘されています。

　　さて、カントについて Hattenhauer は『人倫の形而上学』の序論から次の文を引

用しています。

　　「物とは帰責能力のないものである。従って、自由な選択意思の客体であって、

それ自身には自由が欠けているものは、どれも物（res corporalis）である」。

　　カントは、まさに自由意思を有するがゆえに帰責能力があるとされる人との対比

から、自由意思なき主体の対象となるという広い物概念を導き出しています。意思

の有無が区別の基準になっていて、もはや具体的な目的から物を定義していません。

Ｈ：カントはなるほどここで非常に抽象的で広い物を想定しているように思えます
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が、最後に付されているラテン語は、法律家なら「有体物」と理解しますから、ちょっ

と違和感がありますよね。このあたりをきちんとつめないと、なかなか実りのある

学際的対話は難しいかもしれません。

Ｔ：私もそう思います。概念自体を構築する権利なり自由が哲学者にはあります

が、実定的な概念から逸脱している場合には丁寧な解説が望まれますよね。さて

Hattenhauer は、サヴィニーがカントのこの考えを受容したとして、直ちにサヴィ

ニー『現代ローマ法体系』１巻 53 節から以下の文章を引用しています。

　　「自由意思なき自然は我々によって支配されるのではあるが、全体としてではな

く、あくまで一定の空間の線引きがなされてのことである。自然のうちでそのよう

に限定を受けた部分を我々は物と名づけるのであり、それゆえ最初の種類の可能な

権利がこれに関するものである。つまり物に対する権利 Recht an einer Sache であ

り、それはその最も純粋で完全な形態が所有権と呼ばれる」（53 節）。

　　この 53 節は「法律関係の種類」を扱っている重要で興味深い箇所ですので、引

用箇所より前も少し紹介しておきましょう。サヴィニーはこの節の最初で、「意思

は何に対して作用を及ぼすことが可能なのか、つまりどこまで意思の支配が広がり

うるのか」を問うています。意思は、自己の人格（身格）die eigene Person に対し

てと、外界に対して作用を及ぼすのであり、外界には、我々と同じ意思の主体と意

思の客体つまり意思なき物があるとします。そうだとすると、見たところ、意思支

配が及ぶのは、自己の人格、意思のなき自然、他の人格の三つであるように思える

わけです。このように書いて、サヴィニーは直ちに、しかし自己の人格に対する意

思の支配に法律関係、権利関係を想定することを非難していきます。

Ｈ：今日ではすぐに自己決定などと言って片づける傾向があるように思うのですが、

自己の意思による自己自身の人格や身体に対する支配が果たして法律関係に値する

かどうかを周到に述べていることは印象的ですね。少し Hattenhauer の叙述からは

離れますが、この鼎談を、彼の著書を章立てに従って人格の章からではなく、物概

念の章から始めましたのでここですこし立ち止まって考えても面白いと思います。

Ｔ：私も同感です。彼の立論は難しいですよね。自己の意思による自己の人格に対す

る支配ということから、一つには精神面での様々な力に対する支配を生得の権利と

し、さらにそこから思想の自由を演繹することに対して、サヴィニーは思想そのも

のあるいは思想に対する支配＝所有権が他人から侵害を受ける可能性など考えられ

ないのだから、ここに法律関係、権利関係などを想定するのは誤りであるとしてい

ます。では精神面ではなく人格の可視的な側面つまり身体に対する支配はどうで

しょう。この支配を想定し推し進めていく（Entwicklungen）と自殺の権利を承認

することになってしまうということから、つまりいわば不当な帰結になるからとし

て、ここに法律関係を想定するのは誤りであるとしています。そもそも法律関係と
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は、実定法によって承認されそして限界・境界が確定されるものであり、我々自身

に対する我々の力は実定法によって承認されたり境界が確定されたりしないという

のです。これに対して意思なき客体に対する支配が所有権だとしています。そして、

我々と同様に意思を持つ他人に対しては、その個々の行為についてのみ、その行為

者の自由から分離され、我々の意思による支配がなされるのであり、これが債権で

あるとしています。さらに、所有権や債権は、我々の力の人為的な拡張であるから

それには実定法による承認と境界の画定が必要なのに対して、我々自身に対する力

は実定法の承認や限界づけは不要だといいます。

Ｉ：もちろんサヴィニーは人の不可侵を考え、その保護には法制度が用意されている

ことを述べています。ただ、あくまで実定法の承認と画定が必要な、そして有機的

で変遷していく関係のみを法律関係と捉えているのですね。

Ｔ：人の不可侵からの法的保護制度として、ここで犯罪（に対する刑罰）や占有の保

護の例が挙げられていることは大変示唆的です。占有については次の節に繋がりま

すが。

Ｉ：近代法、意思主義そして個人主義といった漠然としたイメージから我々は随分と

いろいろな帰結を、あるいは安直に演繹しているような気がしますが、しかしサ

ヴィニーの理論はそうした我々の態度を戒めてくれますよね。彼が考えている実定

法によって確定・画定される法律関係の概念をきちんと理解しないといけませんが、

これは本格的なサヴィニー研究が必要になりますから、ここでは自由意思のある主

体とそうでない客体というカントの区別がサヴィニーにも踏襲されているというこ

と、そして物は、もはや、「幸福や人格の完成」といった人の義務を実現する目的

に資する手段とは把握されていないことを確認できれば、と思うのですが。

Ｈ：所有権や債権は、人格の不可侵ということから純粋に発展して出てくるのではな

く、あくまで実定的な制度だとしている点など、近世自然法との違いが浮き彫りに

なっていると思います。ちなみに邦訳ということですと、今ではサヴィニー（小橋

一郎訳）『現代ローマ法体系』（成文堂）が７巻まで出版されていますね。私は大学

院生のときに、今年度法学部ご退職の伊藤高義先生のドイツ語専門書講読で読んで

いたことがありますが、確かＴ先生も出席されていたことがあったとか。

Ｔ：はい、『現代ローマ法体系』について、石部先生に講読形式で、贅沢なことに個

人授業を受けたのが最初で、また一時期伊藤先生の講読に参加させていただいて大

人しく坐っておりました。Ｈ先生とは年齢差から残念ながらご一緒できませんでし

た。いずれも１巻と３巻を読んでいました。今もそうですが、とりわけ当時はなか

なか理解ができず叙述の値打ちも分からなかったと思います。今でも九州や大阪で

定期的に講読会や研究会があるとききます。

Ｉ：Hattenhauer は、サヴィニーが自己目的で物の定義をしているのではなく、直ち
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に古典的な「物に対する権利」としての所有権と結びつけていることを指摘してい

ますね。そして物概念が、市民社会の所有権秩序、所有権という市民社会の秩序

bürgerliche Eigentumsordnung, ordenamiento civil de la propiedad の基礎であった

としています。

Ｈ：もし自由意思を持たない客体というように物を広く捉えると、ここでの

Eigentum は民法典のいう「所有権」よりもより広く「所有」「財産権」と考えてい

いかも知れませんね。あるいは、単なる精神活動の所産などを狭義の所有権秩序か

ら排除するためには、物概念を限定する必要があったとも言えます。Hattenhauer

はまずは物概念を「人でないもの」と定義した箇所で、やはり物の理論は直接に民

法理論の中心になったのだとしていますね。

Ｉ：あと大変気になりますのは、先に挙げた「自由意思なき自然は我々によって支配

をされるのではあるが、全体としてではなく、あくまで一定の空間の線引きがなさ

れてのことである」の箇所から、Hattenhauer が、サヴィニーはいわば一物一権主

義をとっており流動的な集合物 Sachgesamtheiten, la totalidad objectiva を一つの

物と捉えることを否定している、と評価していることです。つまり物概念がますま

す狭くなり、サヴィニーは、所有権の客体である物としてあくまで一冊一冊の本を

考え、ある蔵書全体を物とは把握できないと考えていたというのです。

Ｔ：引用箇所がまさにそのことを述べているのか分かりかねますが、今日の日本では

集合物はどのように捉えているのですか。譲渡担保などの問題があると思うのです

が。

Ｉ：はい、集合物 Gesamtsache について、これもまた条文には書かれていないので

すが、民法上は一個の物と取り扱うことはできない、とされています。例外は、大

きく言うと二つあります。一つは特別法で財団とされているものです。工場財団と

か港湾運送事業財団などがそうです。特別法によって所有権の対象となるわけです

が、他方で、公益性に鑑み、様々な制約が課されていることがあります。もう一つは、

倉庫内の商品のように流動性がある集合物であっても譲渡担保の目的物となりえま

す。これは判例による物概念の変更でしたが、その輪郭が不明確であったために、

平成 17 年に「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」

が制定され、それによれば動産譲渡登記ファイルへの登記が民法 178 条の引渡しが

あったものとみなされ、第三者に対する対抗要件を獲得します。しかも譲渡担保に

限らない譲渡一般に適用されるということですから、この特別法によって、民法の

原則が大きな変更をこうむっていますね。

Ｔ：なるほど、ありがとうございます。確かに、近年の特別法による変容に驚きますね。

ヨーロッパ私法基本概念の検討（田中　実、伊藤　司、平林美紀）


